
         

 

 

 

 

 

 

  10月 1日より、郵便法改正に伴う「土曜日配達休止」「配達日数の繰り下げ」   

 等により、郵便物送付に要する日数増加が見込まれます。 

  この影響で、被保険者証や限度額認定証等の交付についても従来より 2～3   

 日程度日数を要することとなります。                                            

  各種お手続きはお早めにお願いします。            

        

 

郵便物の配達日数が変更になります 

各種お手続きはお早めに！ 

組合員・家族の皆様へ 


